
　　　　　                            (令和7年6月１日現在)

1、当センターが提供するサービスについての相談窓口

電話：　03－3736－1213

2、デイサービスセンター大田翔裕園の概要
（1）所在地とサービスを提供できる地域

デイサービスセンター大田翔裕園
東京都大田区東六郷１丁目12番12号

東京都　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号

大田区にお住まいの方
※大田区以外の方でもご希望の方はご相談下さい。

（2）同センターの職員体制

常勤 非常勤 計

1 0 1

１名以上 0 １名以上
１名以上
１名以上
12名以上

（3）同センターの設備の概要
一般デイサービス

食堂兼機能訓練室

（4）営業日時

3、サービス内容
①送迎

②食事 ：食事を必要とする利用者に対して必要な食事サービスを行う。
③入浴

④機能訓練 ：体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基
本的動作を獲得するために、通所日毎に訓練を行います。

⑤生活相談 ：在宅生活で本人、家族からの相談を受け、より良い在宅生活ができる
よう提案助言をします。

：家庭において、入浴困難な利用者に対して、また入浴を希望する利用
者に対して一般浴、特別浴の適切なサービスを提供する。

営業時間 午前9時～午後6時

：送迎を必要とするご利用者に対して行います。

相談室 １室
送迎車 5台以上

休業日 　日曜日・1月1日～1月3日

定員 60名
1室354.28㎡

浴室 一般浴槽と特殊浴槽があります。
静養室 1室2床（認知症デイと兼用）

看護師
介護職員

１名以上
1名以上
12名以上

機能訓練指導員

特養施設長兼務

介護職兼務

管理者

生活相談員

通所介護重要事項説明書

担当：　　加藤　　関川　  

名称
所在地

介護保険指定番号 1371103746

サービスを提供する
対象地域

業務内容など



4,料金
（1）利用料金     ①-1　通所介護サービス利用料金(大規模通所介護Ⅱ）

要介護度　5 ¥1,179 ¥2,357 ¥3,535
要介護度　4 ¥1,052 ¥2,104 ¥3,156
要介護度　3 ¥925 ¥1,846 ¥2,773

要介護度　1 ¥676 ¥1,352 ¥2,028
要介護度　2 ¥799 ¥1,598 ¥2,397

8時間以上9時間未満
介護保険適用時の
１日当りの１割負担

介護保険適用時の
１日当りの２割負担

介護保険適用時の
１日当りの3割負担金

要介護度　5 ¥1,155 ¥2,309 ¥3,463

要介護度　3 ¥905 ¥1,810 ¥2,715
要介護度　4 ¥1,032 ¥2,063 ¥3,094

要介護度　2 ¥781 ¥1,561 ¥2,342
要介護度　1 ¥662 ¥1,324 ¥1,985

7時間以上8時間未満
介護保険適用時の
１日当りの１割負担

介護保険適用時の
１日当りの２割負担

介護保険適用時の
１日当りの3割負担金

要介護度　5 ¥1,024 ¥2,047 ¥3,071
要介護度　4 ¥915 ¥1,829 ¥2,744
要介護度　3 ¥807 ¥1,614 ¥2,420

要介護度　1 ¥592 ¥1,184 ¥1,776
要介護度　2 ¥699 ¥1,398 ¥2,096

6時間以上7時間未満
介護保険適用時の
１日当りの１割負担

介護保険適用時の
１日当りの２割負担

介護保険適用時の
１日当りの3割負担金

要介護度　5 ¥989 ¥1,978 ¥2,966
要介護度　4 ¥885 ¥1,770 ¥2,655
要介護度　3 ¥780 ¥1,559 ¥2,338
要介護度　2 ¥676 ¥1,352 ¥2,028
要介護度　1 ¥573 ¥1,145 ¥1,717

5時間以上6時間未満
介護保険適用時の
１日当りの１割負担

介護保険適用時の
１日当りの２割負担

介護保険適用時の
１日当りの3割負担金

要介護度　5 ¥627 ¥1,254 ¥1,881
要介護度　4 ¥568 ¥1,136 ¥1,704
要介護度　3 ¥511 ¥1,021 ¥1,531
要介護度　2 ¥452 ¥903 ¥1,354
要介護度　1 ¥395 ¥789 ¥1,184

4時間以上5時間未満
介護保険適用時の
１日当りの１割負担

介護保険適用時の
１日当りの２割負担

介護保険適用時の
１日当りの3割負担金

要介護度　5 ¥599 ¥1,197 ¥1,796
要介護度　4 ¥540 ¥1,079 ¥1,619
要介護度　3 ¥487 ¥973 ¥1,459
要介護度　2 ¥431 ¥861 ¥1,292
要介護度　1 ¥376 ¥752 ¥1,128

3時間以上4時間未満
介護保険適用時の
１日当りの１割負担

介護保険適用時の
１日当りの２割負担

介護保険適用時の
１日当りの3割負担金



入浴介助加算Ⅰ
入浴介助加算Ⅱ
個別機能訓練加算Ⅰイ
個別機能訓練加算Ⅰロ
個別機能訓練加算Ⅱ(1月あたり)
科学的介護推進体制加算Ⅰ(1月あたり)
科学的介護推進体制加算Ⅱ(1月あたり)
ADL維持等加算Ⅰ(1月あたり)
ADL維持等加算Ⅱ(1月あたり)
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅲ

※介護報酬改定（臨時改定含む）及び取得加算項目変更、負担割合変更により利用料金が変動する事が
ございます。
その他消費税等税率変更に伴う料金変更も適宜ございますのでご了承下さい。
②食費　　　　　　　　    昼食・おやつ代　880円
③その他　　　　　　　　上記の他、おむつ代やレクリエーション等にかかる費用は自己負担となります。
（2）キャンセル料
　利用者様の都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。

①ご利用日の前日午後18時00分までにご連絡いただいた場合　　　　　無料
②ご利用日の前日午後18時00分までにご連絡がなかった場合　　　　　食費　\880

（3）支払い方法
　毎月15日までに前月分の請求をいたしますので月末までにお支払い下さい。
　お支払いの方法は口座振り込み、口座引き落としのどちらかご契約の際に選べます。

5、サービスの利用方法
（1）サービスの利用開始

　まずは、お電話などでお申し込み下さい。担当職員がお伺い致します。
通所介護計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。
※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は居宅介護支援専門員にご相談下さい。

（2）サービスの終了
①利用者様のご都合でサービスを終了する場合
　　　サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申し出下さい。
②当法人の都合でサービスを終了する場合
　　　人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて頂く場合
がございます。その場合は、終了1ヶ月前までに文書にて通知いたします。
⑤自動終了
　以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了いたします。
・利用者様が介護保険施設に入所した場合
・介護保険給付サービスを受けていた利用者様の要介護認定区分が、非該当（自立
）と認定された場合
　＊この場合、条件を変更して再度契約することができます。

介護職員処遇改善加算Ⅳ 所定単位数の90/1000

介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の140/1000
介護職員処遇改善加算Ⅱ 所定単位数の136/1000
介護職員処遇改善加算Ⅲ 所定単位数の113/1000

¥7 ¥13 ¥20
¥20 ¥40 ¥59
¥24 ¥48 ¥72
¥67 ¥134 ¥200
¥34 ¥67 ¥100
¥67 ¥134 ¥200
¥45 ¥89 ¥134
¥22 ¥44 ¥66
¥83 ¥186 ¥278
¥61 ¥122 ¥183
¥60 ¥120 ¥180
¥44 ¥88 ¥131

加算利用料
介護保険適用時の
１日当りの１割負担

介護保険適用時の
１日当りの２割負担金

介護保険適用時の
１日当りの3割負担金



・利用者様が亡くなった場合
④その他
・当センターが正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合
、利用者様ご家族等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当法人
が破産した場合、利用者様は文書で解約を通知する事によって即座にサービスを終
了する事ができます。
・利用者様が、サービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うように
催告したにもかかわらず30日以内に支払わない場合、利用者様が正当な理由なくサ
ービスの中止をしばしば繰り返した場合、利用者様が入院もしくは病気等により、3
ヶ月以上にわたってサービスを利用できない状態であることが明かになった場合、
または、利用者様やご家族様などが当センターの従事者、又は他利用者に対して
安全配慮義務の観点から、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷、わいせつ行為
(ハラスメント全般)その他の利用継続が困難となる程度の背信行為又は
反社会的行為を行った場合、文章で通知することにより即座に契約を終了させていただく
場合がございます。

6、当センターのデイサービスの特徴等
（1）運営の方針
　事業所の通所介護従事者は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえ利用者が可能な限りそ
の居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、さらに
利用者の社会的孤立感の解消および心身機能の維持ならびに家族の心身的・精神的負担
の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練などの介護、その他必要な
援助を行う。
　事業の実施に当っては、区市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図
り、総合的なサービスの提供に努める。

（2）サービス利用のために
事項 有無 備考

時間延長の可否 状況に応じて相談に応じます
従業員への研修の実施 ○
サービスマニュアルの作成 ○
第三者評価の実施 〇

（3）サービス利用に当っての留意事項
・送迎時間の連絡…………………………………・・文書、又は電話にて連絡いたします。
・体調確認……………………………………………毎回、血圧・体温・脈の測定を行います。
・体調不良等によるサービスの中止・変更…………体調確認で特変のある時は電話連絡い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たしますので、ご家族様の協議の上サー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビスの中止、変更をする事があります。
・食事のキャンセル…………………………………・事前に電話連絡にてお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キャンセル料を頂く場合がございます。
・設備、器具の利用…………………………………利用者本人の身体状況にあった器具を適切
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に使用します。
7、緊急時の対応方法
　サービスの提供中に容態の変化などがあった場合は事前のうち合わせにより主治医、救急
隊、親族、居宅介護支援事業者などへ連絡いたします。
　　　　　主治医 氏名 電話番号

住所
　　　　　ご家族 氏名 電話番号

住所
　　　　　ご家族 氏名 電話番号

住所
居宅介護支援事業者 氏名 電話番号

住所

8、非常災害対策
・防災時の対応…………………………・消防計画を作成し避難誘導を行う。
・防災設備………………………………・消防計画に従って必要な設備を整えます。
・防災訓練………………………………・年4回行います。 （消防訓練2回/年、避難訓練2回/年）

・防災責任者……………………………・管理者が担当します。

年1回　(実施機関：ヒューマンウェアコンサルティング株式会社)



9、虐待の防止
当施設は、利用者の人権を擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施する。
(１)虐待防止の為の対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事が出来るものとする。)を定期
的に開催するとともに、その結果について従事者に周知徹底を図る(2)虐待防止のための指針を整備する。(3)
虐待防止するための定期的な研修を実施する。(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置
する。2当施設は、当該施設職員又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと
思われる利用者を発見した場合は速やかにこれらを市町村等関係機関に通達するものとする。

11、サービス内容に関する苦情
①当センターご利用者相談・苦情担当

生活相談員　　　　　　　　　　　　　Tel　03-3736-1213　

②その他
　当センター以外に区市町村の相談・苦情窓口に苦情を伝えることができます。
区市町村名：大田区
　　担当：大田区 福祉部 介護保険課　居宅サービス担当　    　Tel　03-5744-1655
　　住所：東京都大田区蒲田5-13-14

東京都国民健康保険団体連合会
　　担当：介護相談指導課　介護相談窓口担当　　　　 　　　　　　Tel　03-6238－0177　
　　住所：東京都千代田区飯田橋3-5-1　東京区政会館１１階

12、当社の概要
名称・法人種別　　　社会福祉法人　　長寿村
代表者役職・氏名　　理事長　神成　裕介
本部所在地　　　　　東京都足立区入谷九丁目15番18号
電話番号　　　　　　03-3855-6363
定款の目的に定めた事業
1） 第一種社会福祉事業
1  特別養護老人ホーム
2  養護老人ホーム
3  軽費老人ホーム
2） 第二種社会福祉事業
1　老人短期入所事業
2　老人デイサービスセンター
3　認知症対応型老人共同生活援助事業
4  老人居宅介護等事業
5　看護小規模多機能型居宅介護
3） 公益事業
1  介護老人保健施設
2  通所リハビリテーション
3  訪問リハビリテーション
4  居宅介護支援事業
5  地域包括支援センター
6  サービス付高齢者向け住宅事業
4） 収益事業
1　不動産賃貸業

10、身体拘束の防止

施設拠点等
1. 特別養護老人ホーム・・・・・・・・・　　5か所

2. 養護老人ホーム・・・・・・・・・・・　　1か所

当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない
場合は、施設管理者又は施設長が判断し、定められた手続きに従い身体拘束その他利用者の行動を制限する
行為を行うことがあります。この場合には、適切な手順を行い、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得な
かった理由を記録致します。



15. 地域包括支援センター・・・・・・・・　　1か所
16 サービス付き高齢者向け住宅事業・・・　　1か所
17.. 不動産賃貸業・・・・・・・・・・・・　　1か所

9.. 看護小規模多機能型居宅介護・・・・・　2か所
10. 介護老人保健施設・・・・・・・・・・　　1か所
11.　短期入所療養介護・・・・・・・・・・　　1か所
12. 通所リハビリテーション・・・・・・・　　1か所
13.　訪問リハビリテーション・・・・・・・　　1か所
14. 居宅介護支援事業所・・・・・・・・・　　3か所

7. 認知症対応型老人共同生活援助・・・・　　4か所
8. 訪問介護事業・・・・・・・・・・・・　　1か所

3. 軽費老人ホーム・・・・・・・・・・・　　1か所
4. 短期入所生活介護・・・・・・・・・・　　5か所
5. 通所介護・・・・・・・・・・・・・・　　2か所
6. 認知症対応型通所介護・・・・・・・・　　5か所



　　　　　様（以下、「利用者」といいます。）と社会福祉法人長寿村　デイサービスセンター
大田翔裕園（以下、「事業者」といいます。）は、事業者が利用者に対して行う通所介護について、次
のとおり契約します。

第1条（契約の目的）
　　事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅にお
いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通所介護(予防含む）を提供し、
利用者は事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

第2条（契約期間）
1　　この契約の契約期間は令和　　　年　　　月　　　日から利用者の要介護認定の有効期間まで
　　 とします。
2　　契約満了の2日前までに、利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申し出がない場合
      契約は自動更新されるものとします。

第3条（通所介護計画）
　　　事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って「通
      所介護計画」を作成(電磁的記録含む)します。事業者はこの「通所介護計画」の内容を
　　　利用者及びその家族に説明し 交付します。

第4条（通所介護の提供場所・内容）
1　　通所介護の提供場所はデイサービスセンター大田翔裕園です。所在地は及び設備の概要は【重要
　　　事項説明書】のとおりです。
2　　事業者は、第3条に定めた通所介護計画に沿って通所介護を提供します。事業者は通所介護の提
　　　供にあたり、その内容について利用者に説明します。
3　　利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し入れることができます。その場
　　　合、事業者は、可能な限り利用者の希望に添うようにします。

第5条（サービス提供の記録）
1　　事業者は、通所介護の実施ごとに、サービスの内容などをこの契約書と同時に交付する書式の記録
　　　表に記入(電磁的記録含む)し、サービスの終了時に利用者の確認を受けることとします。
　　　利用者の確認を受けた後、その控えを利用者に交付します。
2　　事業者は、サービス提供記録を作成(電磁的記録含む)することとし、この契約終了後2年間保管します。
3　　利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当核利用者に関する第2項のサービス実施記録
　　　を閲覧できます。
4　　利用者は、当核利用者に関する第2項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。

第6条（料金）
1　　利用者は、サービスの対価として【重要事項説明書】に定める利用単位毎の料金をもとに計算された
　　　月毎の合計額を支払います。
2　　事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月15日までに利用者に送付します。
3　　利用者は、当月の利用合計金額を翌月末日までに口座振り込み又は口座振替の方法で支払います。
4　　事業者は、利用者からの料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収書を発行します。

第7条（サービスの中止）
1　　利用者は、事業者に対して、サービス提供日の前日午後18時まで通知することにより、料金を負担
　　　することなくサービスを中止することができます。
2　　利用者がサービス提供日の前日18時までに通知するこなくサービスの中止を申し出た場合は、
　　　事業者は、利用者に対して【重要事項説明書】の定める計算方法により、料金の全部または一部
　　　を請求することができます。この場合の料金は、第6条のほかの料金の支払いと合わせて請求します。
3　　事業者は、利用者の体調不良等の理由により、通所介護の実施が困難と判断した場合、サービスを
　　　中止することが出来ます。この場合の取り扱いについては、【重要事項説明書】に記載の通りです
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第8条（料金の変更）
1　　事業者は、利用者に対して1ヶ月前までに文書で通知することにより利用料及び食費などの単価の
　　　変更（増額または減額）を申し入れることができます。
2　　利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【重要事項説明書】を作成し、
　　　お互いに取り交わします。
3　　利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することによりこの契約を解約
　　　することができます。

第9条（契約の終了）
1　　利用者は事業者に対して、1週間の予告期間において文書で通知することにより、この契約を解約す
　　　ることができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間
　　　は1週間以内に通知でもこの契約を解約することができます。
2　　事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文
　　　書で通知することにより、この契約を解約することができます。
3　　次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することが
　　　できます。
　　　①事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
　　　②事業者が守秘義務に反した場合
　　　③事業者が利用者やその家族などに対して社会的通念を逸脱する行為を行った場合
　　　④事業者が破産した場合
　　　⑤利用者が、当施設、当施設の職員又は他の入所者等に対して安全配慮義務の観点から、
　　　　窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷、わいせつ行為(ハラスメント全般)その他の利用継続が困難となる
　　　　程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合

　　　できます。
　　　①利用者のサービス利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延、料金を支払うよう催告したにもかかわらず
　　　 　30日以内に支払われない場合
      ②利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、または利用者の入院もしくは病
　　　　気などにより、2ヶ月以上に渡ってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合
　　　③利用者またはその家族が事業者やサービス従業者または他の利用者に対して、この契約を継続し
　　　　 がたいほどの背信行為を行った場合
5     次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
　　　①利用者が介護保険施設に入所した場合
　　　②利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合
　　　③利用者が死亡した場合

第10条（秘密保持）
1　　事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知りえた利用者及びその家族に関す
　　　る秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2　　事業者は、利用者からの予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議などにおいて、利用者
　　　の個人情報をもちいません。
3　　事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議などにおいて、当核
　　　家族の個人情報をもちいません。

第11条（賠償責任）
　　　事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・
　　　財産に被害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

第12条（緊急時の対応）
　　　事業者は、現に通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な
　　　場合は、家族または緊急連絡先へ連絡するとともに速やかに主治医または歯科医師に連絡を取るな
　　　ど必要な措置を講じます。

第13条（連携）
1　　事業者は、通所介護の提供にあたり、介護支援専門員及び保健医療サービスまたは福祉サービスを
　　　提供するものとの密な連携に勤めます。
2　　事業者は、この契約書の写しを介護支援専門員に速やかに送付します。
3　　事業者は、この契約の内容が変更された場合またはこの契約が終了した場合は、その内容を記した
　　　書面の写しを速やかに介護支援専門員に送付します。なお、第9条2項またあは4項に基づいて解約通

4　　次の事由に該当した場合は、事業者文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することが



　　　知する際は事前に介護支援専門員に連絡します。

第14条（相談・苦情処理）
1　　事業者は、利用者からの相談、苦情などに対応する窓口を設置し、通所介護に関する利用者の要望・
　　　苦情などに対し、迅速に対応します。
2　　事業者は大田区保健福祉部介護保険課からの調査や、提案・調整等があったときは、これを尊重し誠
　　　実かつ適切に対応します。

第15条（本契約に定めのない事項）
1　　利用者及び事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。
2　　この契約に定めのない事項については、介護保険法令の定めるところを尊重し、双方が誠意をもって
　　　協議のうえ定めます。

第16条（裁判管轄）
　　　この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、利用者の住所を管轄する
　　　裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。



通所介護(総合事業含む)サービスに係る情報提供同意書

 大田翔裕園通所介護(予防含む)サービスの利用にあたり、私(利用者及びその家族)の個人情報に
ついては、次に定める条件で、必要最小限の範囲内で使用することに同意します。

1　使用する目的(法令に基づき事業者(法人)が行うべき義務として明記されているもの)
①利用者の介護サービスの向上のための通所介護サービス計画書に係る諸会議
②かかりつけ医師との協議
③利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携、
サービス担当者会議等、照会への回答
④事故発生時の関係施設及び区市町村、東京都への情報提供。
⑤利用者等からの苦情に関して区市町村、東京都が行う調査への協力
⑥利用者に病変の急変が生じた場合等の医療機関への情報提供。
⑦損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等【任意に事業者(法人)が行う物】
⑧通所介護事業所において行われる学生及び職場体験者実習への協力
⑨通所介護利用時間内で撮影された撮影物に伴う広報への掲載協力
⑩虐待等疑われる際における患部撮影及び撮影物の関係施設及び行政機関への情報提供。

２　情報提供事業者名等
①居宅支援事業者
②協力医療機関
③金融機関
④行政機関

３　使用にあたっての条件
①個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係する者以外の者に漏れる事のないよう
細心の注意を払うこと。
②個人の方法を使用した会議の内容、経過を記録しておくこと。

社会福祉法人　長寿村 理事長　　神成　裕介 　　　　印

事業者 所在地 東京都大田区東六郷1丁目12番12号

名　称 　社会福祉法人　　　長寿村
デイサービスセンター大田翔裕園　　

（東京都指定事業所番号　　1371103746　  　）
所属 　デイサービスセンター大田翔裕園

  説明者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

契約を締結する場合は以下の確認をする事



　私は本書面により、事業者から通所介護についての契約及び重要事項、情報提供同意書についての
説明を受け同意しました。

令和　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

利用者 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

署名代理人 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

家族代表者 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


